
　町民を対象として、下記の要件を満たした方向けにスマートフォンによる確定申告(e‐Tax)をサポートする
「スマホ確定申告教室」を事前予約制にて開催します。
　教室に参加していただくことで一足先に確定申告が完了し、確定申告会場での待ち時間などが無く大変便利
です。確定申告に関するスマートフォン操作については職員によるサポートがありますが、文字入力やアプリの
起動など基本的なスマートフォン操作に不安がある方は、同行者との来場をご
検討ください。
※会場にWi-Fi設備の設置はありません。通信料については参加者負担となります。

▶日　　時＝①２月1日(日)　午前１０時～　
　　　　  　②２月4日(水)　午前１０時～
　　　　  　③２月4日(水)　午後１時３０分～
▶場　　所＝上三川いきいきプラザ大会議室
▶対　　象＝上三川町に住所がある方
▶要　　件＝下記の要件すべてに該当する方
　　　　　　・所得が年末調整済みの給与のみの方／年金のみの方
　　　　　　・マイナンバーカード（ＩＣカード）を読み込めるスマートフォン（もしくはタブレット）
　　　　　　　を持っている。
　　　　　　・マイナンバーカードを持っている。※カード取得時に設定した２種類のパスワードが必要です。
　　　　　　・所得税が還付の申告である。
　　　　　　　※所得税が納付となる申告、雑損控除、住宅ローン控除による還付申告は対象外となります。
▶持 ち 物＝・スマートフォン（タブレット）
　　　　　　・申告者本人のマイナンバーカード　
　　　　　　・給与もしくは年金の源泉徴収票
　　　　　　・控除を受けるための書類（医療費控除の明細書、寄付金受領証明書（ふるさと納税等）、
　　　　　　　生命保険料控除証明書など）
　　　　　　・申告者名義の振込口座が分かるもの※銀行名、支店名、口座番号の分かる通帳等
▶定　　員＝各回30名程度
▶申込方法＝１月3０日(金)午後4時までに、下記QRの申込フォーム、電話または税務課窓口で直接お申込み
　　　　　　ください。

広告
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▶問い合わせ先＝税務課　住民税係　☎0285（56）9122

一足先に！スマホで完結、確定申告教室



　スマホとマイナンバーカードを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から自宅で申告書を
作成・提出（送信）できます。
　なお、マイナポータルとe-Taxを連携（マイナポータル連携）すると、確定申告書の該当項目が自動入力される
ので、医療費通知情報や寄附金受領証明書などを１件ずつ入力する必要がなく、書類の提出保存も不要となり便
利です。
　また、給与所得や公的年金等の源泉徴収票なども自動入力の対象になります。
　マイナポータル連携をご利用になるには事前準備が必要となりますので、お早めの準備をお願いします。

償却資産の申告は2月2日（月）まで

《確定申告はこちら》 《マイナポータル連携はこちら》

　固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産（事業用）の所有者に対しても課税されます。
　令和8年1月1日現在、町内に償却資産を所有している方は、2月2日（月）までに申告してください。

▶申告の対象となる資産＝令和８年1月1日現在、町内に存在する事業用資産（土地・家屋を除く）のうち、
　減価償却費が損金や必要経費に算入される資産で次のようなもの。
○構築物（門、塀、看板、駐車場の舗装路面等）
○機械、装置及びこれに付帯する設備
○船舶（ボート、釣船等）
○車両（フォークリフト等、ただし自動車税、軽自動車税対象車両は除く）
○工具、器具、備品（机、椅子、パソコン、陳列ケース等）

※申告用紙は税務課にあります。なお、昨年に申告のあった方には
　12月中に申告書を送付していますが、届いていない場合はご連絡ください。

作成コーナー

▶問い合わせ先＝税務課　資産税係　☎0285（56）9123

広告

マイナンバーカードで簡単スマホ申告！
もっとつながる！もっと便利に！

宇都宮税務署　☎028（621）2151（自動音声が流れますので「２」を選択してください）
▶問い合わせ先＝国税相談専用ダイヤル　☎0570（00）5901（電話相談センター直通）
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